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                 ちば東葛農業協同組合 

 

平成２８年９月期 半期開示項目 

 

Ⅰ 地域貢献に関する取り組み 

 

１ 全般に関する事項 

   当組合は、野田市一円、柏市の一部、船橋市の一部を事業区域として、農業

者を中心とした地域住民の方々が組合員となって、相互扶助（お互いに助け合

い、お互い発展していくこと）を共通の理念として運営される協同組織であり、

地域農業の活性化に資する地域金融機関です。 

   当組合の資金は、その大半が組合員の皆さまなどからお預かりした、大切な

財産である「貯金」を源泉としております。当組合では資金を必要とする組合

員の皆さま方や、地方公共団体などにもご利用いただいております。 

   当組合は、地域の一員として農業の発展と健康で豊かな地域社会の実現に向

けて、事業活動を展開しています。 

   また、ＪＡの総合事業をつうじて、各種金融機能・サービス等を提供するだ

けでなく、地域の協同組合として、農業や助け合いを通じた社会貢献に努めて

います。 

 

（１）組合員数                     （単位：人） 

資格区分 平成 28年 9月末 平成 28年 3月末 増 減 

正組合員 
個  人 5,185 5,181 4 

法  人 8 7 1 

准組合員 
個  人 10,518 10,136 382 

法  人 75 72 3 

合計 15,786 15,396 390 

 

（２）出資口数               （１口 100 円 単位：口） 

出資区分 平成 28年 9月末 平成 28年 3月末 増減 

正組合員 9,709,100 9,666,556 42,544 

准組合員 4,346,293 4,229,019 117,274 

処分未済持分 0 56,886 △56,886 

合計 14,055,393 13,952,461 102,932 
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２ 地域からの資金調達状況 

 

（１）貯金残高                    （単位：千円※1） 

 平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 増減 

当座性貯金 63,083,349 61,999,979 1,083,370 

定期性貯金 117,775,297 117,504,391 270,906 

 うち定期積金 6,170,711 6,463,288 △292,577 

合計 180,858,647 179,504,370 1,354,277 

 

（２）貯金商品 

懸賞金品付定期貯金（年 2 回） 

 

３ 地域への資金供給の状況 

   

（１）貸出金残高                   （単位：千円※1） 

 平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 増減 

組 合 員 45,177,877 45,866,303 △688,426 

地 方 公 共 団 体 2,235,020 2,469,705 △234,685 

そ の 他 員 外 5,909,688 6,146,028 △236,340 

合 計 53,322,586 54,482,037 △1,159,451 

 

（２）制度融資取扱状況 

    制度融資とは、農業生産の振興や農業後継者の育成などを目的に、国等が

一定の制度に基づいて行う金融のことをいいます。 

    制度融資には、大別して、国・県の財政資金による融資と、ＪＡ資金を原

資として融資を行い、国・地方公共団体が利子補給を行う制度があります。

前者の代表的なものとして日本政策金融公庫資金、農業改良資金などがあり

ます。後者の代表的なものには農業近代化資金、畜産特別資金などがありま

す。 

 

  制度資金残高                     （単位：千円※1） 

 平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 増減 

農業近代化資金 54,537 55,381 △844 

家畜経営維持資金 － － － 

合 計 54,537 55,381 △844 
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４文化的・社会的貢献に関する事項 

 

（１）文化的・社会的貢献に関する事項 

ＪＡは、農業者が中心となって構成され地域農業の振興を図り、消費者に

安全・安心な農畜産物を安定的に供給することを基本使命としております。 

    また、地産地消にも取り組み、学校給食における黒酢米の導入を行ってお

ります。農業関連を中心とした総合的な事業展開をするとともに、組合員以

外の地域の皆さまにも各種事業を利用していただくことにより、地域経済、

社会発展に寄与すべく努力いたしております。 

 

（２）利用者ネットワーク化へ取り組み 

    当ＪＡでは、組合員相互の連繋を深めるとともに、地域の皆さまとの結び

つきを強化するため、毎年各地区での農業まつり開催や、年金友の会・青壮

年部・女性部・青色申告部会等の活動により、利用者ネットワークづくりの

取り組みをすすめております。 

   

（３）情報提供活動 

  組合員の皆さま向けに毎月広報誌「大地の声」を発行して、毎月第２土曜

日の職員全員による組合員宅への一斉訪問活動により、ＪＡの事業及び地域

情報の提供を行っております。 

 

（４）店舗体制 

本店 １  支店 １３  出張所 1  経済センター ３   

直売所 １  アンテナショップ １ 

ＡＴＭ設置台数 １５ 

 

Ⅱ 財務状況や事業に関する開示項目 

１ 金融再生法開示債権(単体)             (単位：百万円※2) 

債権区分 平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 増減 

破産更生債権および 

これらに準ずる債権 
3 29 △26 

危険債権 1,280 1,298 △18 

要管理債権 － － － 

正常債権 52,061 53,181 △1,120 

合計 53,345 54,509 △1,164 

注１）債権額は、貸出金・信用未収利息（信用事業与信元金に係るもののみ）・信用仮払金

等、信用事業与信額（要管理債権は貸出金のみ）を対象として開示しています。な

お、各債権の定義は以下のとおりです。 

① 破産更生債権およびこれらに準ずる債権 

破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債

権およびこれらに準ずる債権です。 

② 危険債権 

債務者が経営破綻の状態には至ってないが、財政状態および経営成績が悪化し、契
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約に従った債権の元本の回収および利息の受取ができない可能性が高い債権です。 

③ 要管理債権 

３ヶ月以上延滞債権（①および②に該当する債権を除く）および貸出条件緩和債権

（①および②に該当する債権や３ヶ月以上延滞債権を除く）です。 

④ 正常債権 

債務者の財政状態および経営成績に特に問題が無いものとして、①から③に掲げる

債権以外のものに区分される債権です。 

注２）なお、平成２８年９月末の計数は、次の方法により算出しています。 

   １ 各債権区分額は、平成２８年３月末時点の債権額を基準として、平成２８年９月末

時点の残高に修正しています。 

   ２ 平成２８年３月末から９月末までの間に、債務者区分の変更が必要と認識した先に

ついては、９月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。 

 

２ 単体自己資本比率 

平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 

14.15％  13.95％ 

   ９月末の自己資本比率は、仮決算結果に基づき算出しています。 

   新基準（バーゼルⅢ）に基づき算出 

 

３ 主要勘定の状況                  (単位：百万円※2) 

 平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 平成 27 年 9 月末 

貯 金 180,858 179,504 179,415 

貸出金 53,322 54,482 54,516 

預け金 104,891 104,954 103,180 

有価証券 23,995 23,573 23,940 

  

４ 有価証券等時価情報 

【有価証券】                      (単位：百万円※2) 

種類 平成 28 年 9 月末 平成 28 年 3 月末 

 取得価額 時価 評価損益 取得価額 時価 評価損益 

売買目的 － － － － － － 

満期保有目的 － － － － － － 

その他 22,529 23,995 1,466 21,952 23,573 1,620 

合計 22,529 23,995 1,466 21,952 23,573 1,620 

１ ９月末の有価証券の時価は９月末日における市場価格等に基づく時価としています。 

 ２ 取得価額は償却原価法適用前、減損処理前のものです。 

  

 

※１ 記載金額は千円未満の端数を切り捨ててありますので、内訳金額と一致しないことが 

あります。 

 ※２ 記載金額は百万円未満の端数を切り捨ててありますので、内訳金額と一致しないこと 

があります。                     


